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I 本調査の目的 

 

「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」（以下「ＦＩＴ法」という。）

では、2017 年 4 月の改正ＦＩＴ法の施行以降、ＦＩＴ認定事業者に対し、発電設備への標識及び柵塀等

の設置を義務付けている。これらを設置していない認定事業者に対しては、必要に応じて資源エネルギ

ー庁からの注意喚起や口頭指導等が行われ、改善が促されているが、改正ＦＩＴ法の経過措置期間を超

過した 2018 年度以降においても、標識や柵塀等が未設置の設備や柵塀の設置が不適切な設備の情報が引

き続き多く寄せられている。 

 

このため、標識や柵塀等が未設置であるなどの不適切な事案については、当該ＦＩＴ認定事者に対し、

必要に応じ口頭指導や現場確認も行った上で、認定基準違反として厳格な対応を行う必要がある。 

 

本事業は、個々の標識及び柵塀等の設置状況等を確認するとともに、その確認結果を踏まえ、ＦＩＴ法

の適正な執行が図られるよう、経済産業局の業務支援を行うことを目的とする。  
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II 報告書 本編 

第1章 太陽光発電事業の不適切事案のアンケート調査 

1. 実施内容  

本調査では、アンケート票及び説明資料の作成、アンケートの送付・回収、問い合わせ対応、督促及び

不備対応、回収した回答の整理・報告を実施した。 アンケート事務局は、パーソルテンプスタッフ株式

会社内に設置した。  

 

（1） アンケート票及び説明資料の作成  

アンケート票は、前年度実施分との比較を容易にするため、今年度も柵塀・標識の設置等、認定基準

の遵守状況に関する中核的な調査項目と、副次的な基礎情報の習得を目的とした属性調査項目を、それ

ぞれ以下ように設計した。 

 

●中核的な調査項目  

・認定基準と、認定取り消しの考え方を知っているか 

・順守状況の認識  

・順守できていなかった理由  

・対応状況または計画 

・他の自身の認定設備に関する順守の誓約 

 

●属性調査項目 

・電気設備等に関する有資格者へのアクセス 

・売上および年収における FIT 収入の割合 

・所有する FIT 認定設備の件数・容量 

・事業計画策定ガイドラインの知識 

・再エネや FIT 制度に関する情報収集状況  

 

説明資料としては、本調査の背景、法的位置づけ、想定問答、そして適切な柵塀設置のための参考情

報を整理した。いずれも、対象となる FIT 認定事業者が、改正 FIT 法等について必ずしも十分な知見

がないことを想定し、簡潔に取りまとめるよう努めた。  

実際に使用されたアンケート票及び説明資料は、報告書資料編に掲載する。  

 

（2） アンケートの送付・回収  

送付に当たっては、紙面に印刷のうえ郵送配付し、回収に当たってはアンケート記入後に FIT 認定事

業者による郵送とした。いずれも対象は認定設備単位とした。   

 

（3） 問い合わせ対応  

アンケート票及び説明資料を受信した FIT 認定事業者からは、「いつまでに」「何をすればいいのか」
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「締め切りに間に合わないが、どうなるのか」「回答は必須か」など、アンケートの設問に対する問い

合わせだけでなく、本調査全般・周辺に関する問い合わせも想定された。基本的には、説明資料に「よ

くあるご質問・回答」を記載することで対応としたが、それ以外の質問や確認に対応するため、コール

センターを設置した。 

コールセンターについては、担当者に、想定問答に関する研修を実施した。またその場で適切な回答

が難しいと判断した内容については、対応履歴表で管理し、事務局内で検討・確認の上回答するなどの

対応とした。また事務局内では回答できない質問については、関東経済産業局資源エネルギー環境部新

エネルギー対策課と適宜相談し対応した。 

コールセンターは、パーソルテンプスタッフ株式会社芝オフィス内に設置した。  

 

（4） 督促及び不備対応  

本調査では、目標回収率を 7割程度と設定し、期限までに回答がない FIT認定事業者に対する督促と

回答に不備がある際の確認を行い、状況により再送付を依頼した。 

 

（5） 調査対象  

関東経済産業局資源エネルギー環境部新エネルギー対策課から提供された、関東経済産業局管内の

FIT 認定設備 1,096件と、FIT 認定事業者を対象とした。FIT認定事業者については住所も提供を受け、

それをアンケート調査票及び説明資料の送付先とした。 

なお、送付先とした中には、「令和２年度固定価格買取制度等の効率的・安定的な運用のための業務

（固定価格買取制度の事業実施状況等の確認に関する調査）」（以下、「令和 2 年度調査」という）にお

いて、アンケートが不達となった事業者で改めて所在確認等が出来た事業者（16件）も含まれる。 

宛先不明で返信されたものについては、事務局は関東経済産業局資源エネルギー環境部新エネルギー

対策課と適宜相談し、個別に対応した。 
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2. 結果  

（1） 調査の概要 

アンケート調査の概要は以下の通りである。宛先不明 31件を除く 1,065件に対する有効回答数は 766

件であり、回収率は 71.9%となった。  

  

図表 1 アンケート調査概要 

調査対象  標識・柵塀の設置状況に疑義のあるＦＩＴ認定設備  

調査期間  2021 年 10 月 7 日～2022 年 1 月 31 日  

調査項目  太陽光発電所の管理状況、柵塀・標識の設置状況、法令等の順守状況、認定事業者

の経営状況及び専門知識・情報へのアクセス状況を確認した。  

配付・回収数  配付リスト 1,096 件、宛先不明 31 件。有効回答 766 件／1,065 件（71.9%）  

 

（2） 調査結果（中核的な調査項目） 

中核的な調査項目の各設問の回答結果について、「個人（個人である FIT 認定事業者の設備。以下同

様）」「法人（法人である FIT認定事業者の設備。以下同様。）」別の集計結果および令和 2年度調査にて

アンケートが不達となった事業者（16件）のフォローアップ結果を示す。 
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図表 5 標識未設置の理由 

割付 

セル 
内容 

個人 

個人情報を誰でも見られるようにしたくなかったため 

今後設置する予定 

自宅の庭で標識は必要ないかと思った 

設置義務を知らなかった 

道路に面していないため良いと思った 

書く内容がわからない 

今回の調査で知り設置した 

当初設置していた標識が台風で消失以降未設置 

必要と思わない 

何の標識をつけるのか知らされていない 

認定事業者の目視では不明の為、設置業者に現地調査をしてもらう予定 

知らなかったので時期を見て検討します 

新 FIT 制度以前のものなので不要と思っていた 

住居敷地内及び自家消費 

私有地に設置され、公道からも離れているため 

屋根上に設置していて、第 3 者は立ち入れないよう施錠してある 

法人 

未稼働の為。現在は施工標識を設置中 

簡易的なもので設置したが破損。再設置する予定 

標識の設置は知らなかった 

当初設置したが弱く外れたため 

フェンスの設置ができないため 

業者に任せていてできていない 

設置したが取れてしまった 

建物の上の為 

情報がなかったため 

自社敷地内の為 
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図表 7 柵塀未設置の理由 

割付 

セル 
内容 

個人 

今後設置する予定 

自宅内にあるので必要ない 

道路に面していないため良いと思った 

現在対応中 

知らなかったので時期を見て検討します 

新 FIT 制度以前のものなので不要と思っていた 

私有地に設置され、公道からも離れているため 

法人 

がけ地の上にあり、外部から入りにくい。先も行き止まりで（竹林）ほとんど人が入らな

い 

屋根上に設置してあり第三者は立ち入りできない。変電所には柵あり 

周辺住民からの要望、草刈り時の都合 

支柱を立てロープで囲ってある 

水路や自社所有地等に囲まれており第 3 者の侵入は難しい 

営農型発電を行っており業務に支障をきたすため 

コロナの影響による納品の遅れにより 

2017 年 4 月以前の設備であり、義務付けについて連絡等がなかったため、未対応。設備

について予算の兼ね合いを見て計画していきたいと考えています 

建物の上の為 
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エ 割付セル別・令和 2 年度調査アンケート不達事業者のフォローアップ状況 

アンケート調査票及び説明資料を送付したところ、「アンケート回収」が 2 件、「アンケートが到着

するも期日までに回答なし」が 3 件、「コールセンターからの連絡により登録住所の変更を確認」が

5 件、登録されている電話番号に複数回連絡しても「つながらない」が 5 件となった。 

 

図表 11 

  合計 アンケート回収 

アンケートが到着

するも期日までに

回答なし 

コールセンターから

の連絡により登録住

所の変更を確認 

つながらない その他 

割付

セル 

個人 13 2 3 3 4 1 

法人 3 0 0 2 1 0 

全体 16 2 3 5 5 1 
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3. 考察 

本調査では、すべての認定事業者からアンケートの回収ができていないため、実態を正確に把握したと

は断定できないが、ほとんどの認定事業者が、標識・柵塀の設置義務を認識しており、設置に関しては広

く認知されていることがわかる。一方で設置義務を怠ると認定取り消しになることを知らなかったとい

う事業者が 4 割程度存在しており、設置義務を怠り改善されない場合、認定取り消しになることの認知

は今後も高めていく必要がある。 
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第2章 太陽光発電事業の不適切事案の現地確認 

1. 実施内容 

（1） 調査項目の設計と実施 

認定基準の順守状況調査として、図表 11 を構外から可能な範囲で視認調査した。柵塀・標識は設置

状況を撮影する。構内・構外状況については、不適切性が確認された場合、特記事項として記載した。 

 

図表 12 

調査対象 調査項目 

柵塀 

（各面で調査） 

高さ、素材、破損状況、進入・構内物への接触可否、入口の状況  

標識 位置・形状、固定方法、記載内容、記載方法（印刷等）  

構内状況 基礎の問題、架台の問題、アレイ・モジュールの問題、配線の問題、集電箱

の問題、これら以外の工作物（建屋、支柱、鉄塔、外灯等）の問題、敷地の

問題（地割れ、不陸等）、排水・雨水処理の問題、樹木・雑草の問題、廃棄

物の問題 他  

構外状況 沈下・地割れ・陥没、隣接擁壁の異常、隣接法面の異常、隣接するがけの異

常、周辺の自然の影響、構外の廃棄物の問題 他  

 

（2） 調査対象の決定 

調査対象は、関東経済産業局と調整し、以下のグループから 160 件を選定した。また設備 ID 単位で

選定しているため同一の認定事業者が所有している設備を複数抽出しているケースもある。各グループ

の（）内は後述する 2．結果（1）全体の図表 12～20内におけるリスト区分を示している。 

 

・ 令和 2 年度調査における現地調査で標識または柵塀が不適切と思われる認定事業者に対し、コー

ルセンターより設置や改善状況の確認を行い、改善等を実施したという認定事業者（令和 2年度現

地調査不適切の改善確認調査） 

・ 令和 2 年度調査における太陽光発電事業の不適切事案のアンケート調査において住所不定等の理

由でアンケートが届かなかった認定事業者（令和 2年度アンケート不達） 

・ 本調査業務における太陽光発電事業の不適切事案のアンケート調査において住所不定等の理由で

アンケートが届かなかった認定事業者（令和 3年度アンケート不達） 

・ 令和 2 年度調査および本調査業務における太陽光発電事業の不適切事案のアンケート調査におい

てどちらも回答がなかった認定事業者（令和 2年度令和 3年度ともアンケート回答なし） 

・ 本調査業務における太陽光発電事業の不適切事案のアンケート調査において回答がなかった認定

事業者（令和 3年度アンケート回答なし） 

 

  



 

17 

（3） 現地調査の実施 

調査項目についてはチェックリスト化し調査を実施した。また調査は以下に依頼した。 

調査担当者 主担当者保有資格 

株式会社横浜環境デザイン 第二種電気工事士 

 

 

2. 結果 

（1） 全体 

調査結果の概要を図表 12～27 に示す。不適切の懸念や補足等は、備考に記載している。 
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図表 13 

No リスト区分 発電所の識別 柵塀の有無 面1 面1入口 面2 面2入口 面3 面3入口 面4 面5 面6 面7 面8 総評 標識 特記事項（構内・周辺） 備考

1 令和2年度アンケート不達 認定設備を特定できる
対象設備単体で、全面または一部の

面に、柵塀が設置されている
〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

標識・痕跡ともにな

い

2 令和2年度アンケート不達 認定設備を特定できる
対象設備単体で、全面または一部の

面に、柵塀が設置されている
△ △ △ △ △

標識が掲示されてい

るが不備がある

柵塀：面①③④は高さ850mm程度で進入可能の懸念がある。面②の背面は森林と

なっているが進入可能の懸念がある

標識：掲示されているが普通紙への印字で判読ができない。

3 令和2年度アンケート不達 認定設備を特定できる 柵塀は設置されていない × × × × ×
標識・痕跡ともにな

い
構内に雑草が多い

4 令和2年度アンケート不達 認定設備を特定できる 柵塀は設置されていない × × × × ×
標識・痕跡ともにな

い

5 令和2年度アンケート不達 認定設備を特定できる 柵塀は設置されていない × × × × ×
標識・痕跡ともにな

い

設備はのり面の上にあるが、容易に立ち入ることができる。面②と学校の校庭がつ

ながっており進入可能である

6 令和2年度アンケート不達 認定設備を特定できる
対象設備単体で、全面または一部の

面に、柵塀が設置されている
〇 〇 〇 － 〇 〇

標識が掲示されてい

るが不備がある

柵塀：面③はのり面となっている

標識：プラスティック板に文字を記載していたテプラを貼付しているが、経年劣化

により文字が消えている。

7 令和2年度アンケート不達 認定設備を特定できる
対象設備単体で、全面または一部の

面に、柵塀が設置されている
〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

標識が掲示されてい

る

柵塀：面④⑤に蔦がからまっている。

標識：プラスティック版、マジックの手書き、記載事項に一部不備がある

8 令和2年度アンケート不達 認定設備を特定できる
対象設備単体で、全面または一部の

面に、柵塀が設置されている
〇 △ □ 〇 □ △

標識が掲示されてい

るが不備がある

柵塀：面①入口は施錠がなく歪んでいる。面②④は設備敷地内のため高さの測定が

できないが、金属製の柵塀が設置され柵越しに構内設置物に触れることができない

標識：記載事項に一部不備がある

9 令和2年度アンケート不達 認定設備を特定できる
対象設備単体で、全面または一部の

面に、柵塀が設置されている
〇 △ 〇 〇 〇 △

標識が掲示されてい

るが不備がある

柵塀：面①入口は施錠なし、面②の高さの計測ができないが進入不可である

標識：「発電設備の注意喚起」の記載はないが、ガイドラインの標識イメージと同

様の項目は記載され、判読できる

10 令和2年度アンケート不達
認定設備を含む発電所群は特定できる

が、隣接する発電所と区別できない

隣接する認定設備と、柵塀を共有し

ている懸念がある
〇 △ 〇 〇 △

標識・痕跡ともにな

い

柵塀：設備群として全体が囲われている。柵塀越しに設備に触れることができな

い。隣接する設備ID：AG11805C19が柵塀未設置のため面②方向から進入可能の懸念

がある。設備単体では面①②③④とも未設置となる可能性がある

11 令和2年度アンケート不達
認定設備を含む発電所群は特定できる

が、隣接する発電所と区別できない

隣接する認定設備と、柵塀を共有し

ている懸念がある
〇 〇 △ 〇 〇 △

標識が掲示されてい

る

柵塀：設備群として全体が囲われている。柵塀越しに設備に触れることができな

い。隣接するAG11805C19が柵塀未設置のため面②方向から進入可能の懸念がある。

設備単体では面①②③④とも未設置となる可能性がある

12 令和2年度アンケート不達 認定設備を特定できる
柵塀は設置不要、柵塀に囲まれた敷

地内にある
－ － － － － 適用外 設備が住宅の屋根上、カーポート上にあるため

13 令和2年度アンケート不達 認定設備を特定できる
柵塀は設置不要、柵塀に囲まれた敷

地内にある
－ － － － － 適用外 設備が住宅の屋根上、カーポート上にあるため

14 令和2年度アンケート不達 認定設備を特定できる
隣接する認定設備と、柵塀を共有し

ている
〇 〇 × × × ×

標識の痕跡がある

（今は標識はない）

15 令和2年度令和3年度ともにアンケート回答なし
認定設備を含む発電所群は特定できる

が、隣接する発電所と区別できない

隣接する認定設備と、柵塀を共有し

ている懸念がある
〇 〇 □ △ △

標識が掲示されてい

るが不備がある

柵塀：面①②に蔦がからまっている。面③は立地的に撮影不可となっている。面④

はロープで簡易に設置されており高さ80mm程度で進入可能である

標識：「発電設備の注意喚起」の記載はないが、ガイドラインの標識イメージと同

様の項目は記載され、判読できる

○問題なし △一部不適合の懸念 □一部調査不可 ×未設置 ー適用外
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図表 14 

No リスト区分 発電所の識別 柵塀の有無 面1 面1入口 面2 面2入口 面3 面3入口 面4 面5 面6 面7 面8 総評 標識 特記事項（構内・周辺） 備考

16 令和2年度令和3年度ともにアンケート回答なし 認定設備を特定できる
対象設備単体で、全面または一部の

面に、柵塀が設置されている
〇 〇 〇 〇 － 〇

標識・痕跡ともにな

い
柵塀：面④は隣接する工場の壁があり進入不可である

17 令和2年度令和3年度ともにアンケート回答なし 認定設備を特定できる
対象設備単体で、全面または一部の

面に、柵塀が設置されている
○ 〇 × 〇 △

標識・痕跡ともにな

い

18 令和2年度令和3年度ともにアンケート回答なし 認定設備を特定できる
対象設備単体で、全面または一部の

面に、柵塀が設置されている
○ 〇 ○ □ △

標識が掲示されてい

る

柵塀：面③に蔦がからまっている。面④は撮影可能場所から高さの測ができない

が、柵越しに構内設置物に触れることができない

標識：「発電設備の注意喚起」の記載はないが、ガイドラインの標識イメージと同

様の項目は記載され、判読できる

19 令和2年度令和3年度ともにアンケート回答なし 認定設備を特定できる
対象設備単体で、全面または一部の

面に、柵塀が設置されている
○ △ 〇 ○ △ △

標識・痕跡ともにな

い

柵塀：面①入口に施錠がない。面④は未設置だが私有地内にあり、構内設置物に触

れることができない

20 令和2年度令和3年度ともにアンケート回答なし 認定設備を特定できる
対象設備単体で、全面または一部の

面に、柵塀が設置されている
〇 〇 〇 △ 〇 △

標識・痕跡ともにな

い
柵塀：面③は林になっている進入可能の懸念がある

21 令和2年度令和3年度ともにアンケート回答なし 認定設備を特定できる 柵塀は設置されていない × △ × × × △
標識・痕跡ともにな

い
柵塀：面①入口にチェーンが張られているが進入可能である

22 令和2年度令和3年度ともにアンケート回答なし 認定設備を特定できる
対象設備単体で、全面または一部の

面に、柵塀が設置されている
○ ○ 〇 ○ × △

標識が掲示されてい

るが不備がある

柵塀：面④は設置されていないが、設備までは私有地を通る必要がある

標識：記載事項に一部不備がある

23 令和2年度令和3年度ともにアンケート回答なし 認定設備を特定できる
対象設備単体で、全面または一部の

面に、柵塀が設置されている
○ ○ 〇 ○ 〇 〇 〇

標識が掲示されてい

るが不備がある
標識：記載事項に一部不備がある

24 令和2年度令和3年度ともにアンケート回答なし 認定設備を特定できる
対象設備単体で、全面または一部の

面に、柵塀が設置されている
〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

標識が掲示されてい

るが不備がある
標識：記載事項に一部不備がある

25 令和2年度令和3年度ともにアンケート回答なし 認定設備を特定できる
隣接する認定設備と、柵塀を共有し

ている
〇 △ 〇 〇 △ △

標識が掲示されてい

るが不備がある

柵塀：面①が隣接設備と共有、面①入口に施錠がない。面④は高さ850mm程度で進

入可能の懸念がある

26 令和2年度令和3年度ともにアンケート回答なし 認定設備を特定できる 柵塀は設置されていない × × × × ×
標識・痕跡ともにな

い

27 令和2年度令和3年度ともにアンケート回答なし 認定設備を特定できる 柵塀は設置されていない × × × × ×
標識・痕跡ともにな

い
設備が宅地の畑内に設置されている 柵塀：私有地内に設置されているが、公道からの距離に懸念がある

28 令和2年度令和3年度ともにアンケート回答なし 認定設備を特定できる
対象設備単体で、全面または一部の

面に、柵塀が設置されている
〇 △ 〇 〇 － △

標識が掲示されてい

るが不備がある

柵塀：面①入口に施錠がない

標識：カスレ・退色等が懸念される素材を使用、記載事項に一部不備がある

29 令和2年度令和3年度ともにアンケート回答なし 認定設備を特定できる 柵塀は設置されていない × × × × ×
標識・痕跡ともにな

い

30 令和2年度令和3年度ともにアンケート回答なし 認定設備を特定できる 柵塀は設置されていない × × × × ×
標識・痕跡ともにな

い

31 令和2年度令和3年度ともにアンケート回答なし 認定設備を特定できる
隣接する認定設備と、柵塀を共有し

ている
〇 △ 〇 〇 〇 △

標識が掲示されてい

るが不備がある

柵塀：面①入口に施錠がない

標識：記載事項に一部不備がある

32 令和2年度令和3年度ともにアンケート回答なし 認定設備を調査できない 調査不可 □ □ □ □ □ 調査不可 私有地内に設備があり、近づいて調査ができない

33 令和2年度令和3年度ともにアンケート回答なし 認定設備を調査できない 調査不可 □ □ □ □ □ 調査不可 敷地内に工事重機と資材はある 該当の緯度経度に設備が存在していない

34 令和2年度令和3年度ともにアンケート回答なし 認定設備を特定できる
柵塀は設置不要、全面が、進入でき

ない地形（崖・水路・擁壁等ただし
－ － － － － 適用外 設備が高さがあるコンテナの上にあり、容易に近づけない

35 令和2年度令和3年度ともにアンケート回答なし 認定設備を特定できる 柵塀は設置されていない × × × × ×
標識・痕跡ともにな

い

36 令和2年度令和3年度ともにアンケート回答なし
認定設備を含む発電所群は特定できる

が、隣接する発電所と区別できない

隣接する認定設備と、柵塀を共有し

ている懸念がある
△ △ △ △ △

標識・痕跡ともにな

い

柵塀：設備群として全体が囲われているが、ロープ部分から進入可能である。設備

単体だと面①②③④が未設置となる可能性がある

37 令和2年度令和3年度ともにアンケート回答なし 認定設備を特定できる 柵塀は設置されていない △ △ △ △ △
標識・痕跡ともにな

い
設備は公道から見えにくい場所にはある

38 令和2年度令和3年度ともにアンケート回答なし 認定設備を特定できる
対象設備単体で、全面または一部の

面に、柵塀が設置されている
× × × △ △

標識・痕跡ともにな

い
柵塀：面④に錆、歪みがある

39 令和2年度令和3年度ともにアンケート回答なし 認定設備を特定できる
対象設備単体で、全面または一部の

面に、柵塀が設置されている
△ △ × × △

標識・痕跡ともにな

い

柵塀：面①は網と簡易の棒にて作成、面②は樹木を植えているが、進入可能の懸念

がある

40 令和2年度令和3年度ともにアンケート回答なし 認定設備を特定できる 柵塀は設置されていない × × × × ×
標識・痕跡ともにな

い
設備が住宅に隣接している
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図表 15 

  

No リスト区分 発電所の識別 柵塀の有無 面1 面1入口 面2 面2入口 面3 面3入口 面4 面5 面6 面7 面8 総評 標識 特記事項（構内・周辺） 備考

41 令和2年度令和3年度ともにアンケート回答なし 認定設備を特定できる 柵塀は設置されていない × × × × ×
標識・痕跡ともにな

い

42 令和2年度令和3年度ともにアンケート回答なし 認定設備を調査できない 調査不可 □ □ □ □ □ 調査不可 該当の緯度経度に設備が存在していない

43 令和2年度令和3年度ともにアンケート回答なし 認定設備を特定できる
対象設備単体で、全面または一部の

面に、柵塀が設置されている
〇 × 〇 〇 △

標識・痕跡ともにな

い
柵塀：面②は側道に面しており進入可能の懸念がある

44 令和2年度令和3年度ともにアンケート回答なし
認定設備を含む発電所群は特定できる

が、隣接する発電所と区別できない

隣接する認定設備と、柵塀を共有し

ている懸念がある
△ 〇 □ △

標識・痕跡ともにな

い

柵塀：面①が一部欠損している。面③は撮影可能場所から目視確認ができない。設

備単体の区別がつかない

45 令和2年度令和3年度ともにアンケート回答なし 認定設備を特定できる
対象設備単体で、全面または一部の

面に、柵塀が設置されている
○ △ 〇 ○ 〇 △

標識・痕跡ともにな

い
柵塀：面①入口に施錠がない

46 令和2年度令和3年度ともにアンケート回答なし 認定設備を特定できる
対象設備単体で、全面または一部の

面に、柵塀が設置されている
〇 〇 〇 □ △

標識・痕跡ともにな

い
柵塀：面④が私有地内にあり目視確認ができない

47 令和2年度令和3年度ともにアンケート回答なし
認定設備を含む発電所群は特定できる

が、隣接する発電所と区別できない

隣接する認定設備と、柵塀を共有し

ている懸念がある
△ 〇 ○ 〇 △

標識・痕跡ともにな

い

柵塀：設備全体が囲われているが、面①の金網が一部欠損している。設備単体の区

別がつかない

48 令和2年度令和3年度ともにアンケート回答なし
認定設備を含む発電所群は特定できる

が、隣接する発電所と区別できない

隣接する認定設備と、柵塀を共有し

ている懸念がある
△ 〇 ○ 〇 △

標識・痕跡ともにな

い

柵塀：設備全体が囲われているが、面①の金網が一部欠損している。設備単体の区

別がつかない

49 令和2年度令和3年度ともにアンケート回答なし 認定設備を特定できる
対象設備単体で、全面または一部の

面に、柵塀が設置されている
× × × × △ △

標識・痕跡ともにな

い

柵塀：設備は盛り土の上にあるが進入可能である。面⑤は私有地内にあり高さの計

測ができない

50 令和2年度令和3年度ともにアンケート回答なし 認定設備を特定できる
対象設備単体で、全面または一部の

面に、柵塀が設置されている
－ □ □ □ □

標識・痕跡ともにな

い

柵塀：面①は目の前が小さな河川になっており適用外の可能性あり、面②③④は設

置されているが、私有地内の奥にあり撮影可能場所から、柵塀の高さや設備までの

距離が計測ができない

51 令和2年度令和3年度ともにアンケート回答なし 認定設備を特定できる 柵塀は設置されていない △ × × × △
標識・痕跡ともにな

い
柵塀：面①の一部にネットがある

52 令和2年度令和3年度ともにアンケート回答なし 認定設備を特定できる 柵塀は設置されていない × × × × ×
標識・痕跡ともにな

い

53 令和2年度令和3年度ともにアンケート回答なし 認定設備を特定できる 柵塀は設置されていない × × × × ×
標識・痕跡ともにな

い
設備は住宅と近接している

54 令和2年度令和3年度ともにアンケート回答なし 認定設備を特定できる
対象設備単体で、全面または一部の

面に、柵塀が設置されている
△ △ × × △

標識・痕跡ともにな

い
柵塀：面①②は私有地のため高さや設備までの距離が計測できない

55 令和2年度令和3年度ともにアンケート回答なし 認定設備を特定できる
対象設備単体で、全面または一部の

面に、柵塀が設置されている
〇 〇 〇 〇 〇 〇

標識・痕跡ともにな

い

56 令和2年度令和3年度ともにアンケート回答なし 認定設備を特定できる
対象設備単体で、全面または一部の

面に、柵塀が設置されている
〇 〇 〇 〇 〇 〇

標識・痕跡ともにな

い

57 令和2年度令和3年度ともにアンケート回答なし 認定設備を特定できる
対象設備単体で、全面または一部の

面に、柵塀が設置されている
〇 〇 〇 〇 〇 〇

標識・痕跡ともにな

い

58 令和2年度令和3年度ともにアンケート回答なし 認定設備を特定できる
対象設備単体で、全面または一部の

面に、柵塀が設置されている
〇 〇 〇 □ 〇 □

標識・痕跡ともにな

い
柵塀：面③は私有地内にあり調査不可となっている

59 令和2年度令和3年度ともにアンケート回答なし 認定設備を特定できる
対象設備単体で、全面または一部の

面に、柵塀が設置されている
〇 〇 × × 〇 △

標識・痕跡ともにな

い
柵塀：面②③は隣接する畑から進入可能の懸念がある

60 令和2年度令和3年度ともにアンケート回答なし 認定設備を特定できる
対象設備単体で、全面または一部の

面に、柵塀が設置されている
〇 〇 〇 〇 〇 〇

標識が掲示されてい

るが不備がある
標識：記載事項に一部不備がある
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図表 16 

 

 

 

 

  

No リスト区分 発電所の識別 柵塀の有無 面1 面1入口 面2 面2入口 面3 面3入口 面4 面5 面6 面7 面8 総評 標識 特記事項（構内・周辺） 備考

61 令和2年度令和3年度ともにアンケート回答なし 認定設備を特定できる
対象設備単体で、全面または一部の

面に、柵塀が設置されている
〇 〇 〇 〇 〇 〇

標識が掲示されてい

るが不備がある
標識：記載事項に一部不備がある（立入禁止の看板のみ）

62 令和2年度令和3年度ともにアンケート回答なし 認定設備を特定できる
対象設備単体で、全面または一部の

面に、柵塀が設置されている
〇 〇 〇 〇 〇 〇

標識が掲示されてい

るが不備がある

標識：「発電設備の注意喚起」の記載はないが、ガイドラインの標識イメージと同

様の項目は記載され、判読できる

63 令和2年度令和3年度ともにアンケート回答なし 認定設備を特定できる
対象設備単体で、全面または一部の

面に、柵塀が設置されている
〇 〇 〇 〇 － 〇

標識・痕跡ともにな

い

64 令和2年度令和3年度ともにアンケート回答なし 認定設備を特定できる
対象設備単体で、全面または一部の

面に、柵塀が設置されている
〇 〇 〇 〇 × △

標識が掲示されてい

るが不備がある

柵塀：面④は住宅に隣接しているが進入可能の懸念がある

標識：「発電設備の注意喚起」の記載はないが、ガイドラインの標識イメージと同

様の項目は記載され、判読できる

65 令和2年度令和3年度ともにアンケート回答なし 認定設備を特定できる
対象設備単体で、全面または一部の

面に、柵塀が設置されている
△ 〇 － － △

標識が掲示されてい

るが不備がある

柵塀：面①は柵の手前に木製パレットが積まれているが一部崩壊、面③の後ろは森

林となっており進入不可である、面④は急斜面に面しており進入不可である

標識：記載事項に一部不備がある

66 令和2年度令和3年度ともにアンケート回答なし 認定設備を特定できる
柵塀は設置不要、全面が、進入でき

ない地形（崖・水路・擁壁等ただし
－ － － － － 適用外

設備につながる道が1本かつ、10ｍ以

上の森林があり人が通れる道はない

67 令和2年度令和3年度ともにアンケート回答なし 認定設備を特定できる
対象設備単体で、全面または一部の

面に、柵塀が設置されている
○ ○ 〇 □ 〇 □

標識が掲示されてい

る

該当する緯度経度には設備ID：AF130520C19が存在している

柵塀：面③は私有地の奥にあり目視確認ができない、面④は高さの測定できない

が、柵越しに設備に触れることができない

標識：蔦が絡まり判読しづらい

68 令和2年度令和3年度ともにアンケート回答なし 認定設備を特定できる
対象設備単体で、全面または一部の

面に、柵塀が設置されている
〇 〇 － □ 〇 － □

標識が掲示されてい

るが不備がある

柵塀：面②は10m以上の森林があり進入不可である、面③は撮影可能場所から目視

確認がでいない、面⑤は斜面となっており進入不可である

標識：「発電設備の注意喚起」の記載はないが、ガイドラインの標識イメージと同

様の項目は記載され、判読できる

69 令和2年度令和3年度ともにアンケート回答なし 認定設備を特定できる
対象設備単体で、全面または一部の

面に、柵塀が設置されている
〇 〇 〇 〇 〇

標識・痕跡ともにな

い

柵塀：屋根上の設置のため不要、一部敷地内にも設備があるが敷地を大きく柵が

囲っている

70 令和2年度令和3年度ともにアンケート回答なし 認定設備を特定できる
対象設備単体で、全面または一部の

面に、柵塀が設置されている
〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

標識・痕跡ともにな

い

71 令和2年度令和3年度ともにアンケート回答なし 認定設備を特定できる
対象設備単体で、全面または一部の

面に、柵塀が設置されている
〇 〇 〇 □ 〇 □

標識が掲示されてい

るが不備がある

柵塀：面③は撮影可能場所からの目視確認がでいない

標識：記載事項に一部不備がある

72 令和2年度令和3年度ともにアンケート回答なし 認定設備を特定できる
対象設備単体で、全面または一部の

面に、柵塀が設置されている
〇 〇 □ × □

標識・痕跡ともにな

い
柵塀：面③は私有地内につき調査不可となっている

73 令和2年度令和3年度ともにアンケート回答なし 認定設備を特定できる
対象設備単体で、全面または一部の

面に、柵塀が設置されている
〇 〇 〇 〇 〇 〇

標識・痕跡ともにな

い

74 令和2年度令和3年度ともにアンケート回答なし 認定設備を特定できる
対象設備単体で、全面または一部の

面に、柵塀が設置されている
〇 〇 〇 〇 〇 〇

標識が掲示されてい

るが不備がある
標識：記載事項に一部不備がある

75 令和2年度令和3年度ともにアンケート回答なし 認定設備を特定できる
対象設備単体で、全面または一部の

面に、柵塀が設置されている
〇 〇 △ × × △

標識が掲示されてい

る

設備自体が急こう配（30度以上）の箇

所に設置されてある
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図表 17 

 

 

  

No リスト区分 発電所の識別 柵塀の有無 面1 面1入口 面2 面2入口 面3 面3入口 面4 面5 面6 面7 面8 総評 標識 特記事項（構内・周辺） 備考

76 令和2年度令和3年度ともにアンケート回答なし 認定設備を特定できる
対象設備単体で、全面または一部の

面に、柵塀が設置されている
〇 〇 〇 〇 〇

標識・痕跡ともにな

い

77 令和2年度令和3年度ともにアンケート回答なし 認定設備を特定できる
対象設備単体で、全面または一部の

面に、柵塀が設置されている
〇 〇 〇 〇 〇 〇

標識が掲示されてい

る
標識：記載事項に一部不備がある

78 令和2年度令和3年度ともにアンケート回答なし 認定設備を特定できる
対象設備単体で、全面または一部の

面に、柵塀が設置されている
〇 〇 〇 〇 〇 〇

標識・痕跡ともにな

い

79 令和2年度令和3年度ともにアンケート回答なし 認定設備を特定できる
対象設備単体で、全面または一部の

面に、柵塀が設置されている
〇 〇 〇 △ △ △

標識が掲示されてい

る

柵塀：面③④は高さが1000mm程度であり、柵越しに構内設置物に触れることがで

きる

80 令和2年度令和3年度ともにアンケート回答なし 認定設備を特定できる 調査不可 □ □ □ □ □ 調査不可
設備全体が森林の中にあり、たどり着

くことができない。一部金属製の柵が

81 令和2年度令和3年度ともにアンケート回答なし 認定設備を特定できる
対象設備単体で、全面または一部の

面に、柵塀が設置されている
〇 〇 〇 〇 〇 〇

標識・痕跡ともにな

い

柵塀：私有地内に設置されており、高さの測定はできないが、柵越しに設備に触れ

ることができない

82 令和2年度令和3年度ともにアンケート回答なし 認定設備を特定できる
対象設備単体で、全面または一部の

面に、柵塀が設置されている
△ ○ ○ ○ ○ △

標識・痕跡ともにな

い
柵塀：面①に一部柵がない箇所がある

83 令和2年度令和3年度ともにアンケート回答なし 認定設備を特定できる
対象設備単体で、全面または一部の

面に、柵塀が設置されている
〇 〇 － － 〇 〇 〇

標識が掲示されてい

る
柵塀：面②③は10ｍ以上の森林があり進入不可である

84 令和2年度令和3年度ともにアンケート回答なし 認定設備を特定できる
対象設備単体で、全面または一部の

面に、柵塀が設置されている
〇 〇 〇 × 〇 △

標識が掲示されてい

るが不備がある

柵塀：面②に蔦がからまっている

標識：記載事項に一部不備がある

85 令和2年度令和3年度ともにアンケート回答なし 認定設備を特定できる
対象設備単体で、全面または一部の

面に、柵塀が設置されている
△ 〇 － △ △ × △ － △

標識が掲示されてい

るが不備がある

柵塀：面①③④⑥は単管で設置、柵越しに設備に触れることはでいないが、隙間か

ら進入可能の懸念がある

標識：記載事項に一部不備がある

86 令和2年度令和3年度ともにアンケート回答なし 認定設備を特定できる
対象設備単体で、全面または一部の

面に、柵塀が設置されている
× □ □ □ □

標識・痕跡ともにな

い

柵塀：面②③④は私有地内のため高さの測定ができないが、金属製の柵が設置され

ており、柵越しに設備に触れることはできない

87 令和2年度令和3年度ともにアンケート回答なし 認定設備を特定できる
対象設備単体で、全面または一部の

面に、柵塀が設置されている
× □ □ □ □

標識・痕跡ともにな

い

柵塀：面②③④は金属製の柵が設置されており、柵越しに設備に触れることはでき

ないが、私有地内のため高さの測定が不可となっている

88 令和2年度令和3年度ともにアンケート回答なし 認定設備を特定できる
隣接する認定設備と、柵塀を共有し

ている
〇 〇 △ 〇 △ △

標識が掲示されてい

る

柵塀：面②入口は門扉がなく開放されている。設備単体でみると面④が未設置とな

る可能性がある

89 令和2年度令和3年度ともにアンケート回答なし 認定設備を特定できる 柵塀は設置されていない × × × × ×
標識・痕跡ともにな

い

90 令和2年度令和3年度ともにアンケート回答なし 認定設備を特定できる
対象設備単体で、全面または一部の

面に、柵塀が設置されている
〇 △ □ 〇 □ △

標識が掲示されてい

るが不備がある

柵塀：面①入口に施錠がない、面②④は設置されているが、設備敷地内にあり高さ

の測定ができない

標識：「発電設備の注意喚起」の記載はないが、ガイドラインの標識イメージと同

様の項目は記載され、判読できる

91 令和2年度令和3年度ともにアンケート回答なし 認定設備を特定できる
対象設備単体で、全面または一部の

面に、柵塀が設置されている
〇 △ × × × △

標識が掲示されてい

るが不備がある

柵塀：面①入口に施錠がない

標識：記載事項に一部不備がある

92 令和2年度令和3年度ともにアンケート回答なし 認定設備を特定できる 柵塀は設置されていない × × × × ×
標識・痕跡ともにな

い

93 令和2年度令和3年度ともにアンケート回答なし 認定設備を特定できる
対象設備単体で、全面または一部の

面に、柵塀が設置されている
－ 〇 × × △

標識が掲示されてい

るが不備がある

柵塀：面①は水路に面している

標識：記載事項に一部不備がある

94 令和2年度令和3年度ともにアンケート回答なし 認定設備を特定できる
対象設備単体で、全面または一部の

面に、柵塀が設置されている
〇 △ 〇 〇 〇 △

標識が掲示されてい

るが不備がある

該当する緯度経度は設備ID：AG77512C19が存在している

柵塀：面①入口に施錠がない

95 令和2年度令和3年度ともにアンケート回答なし 認定設備を特定できる 柵塀は設置されていない × × × × ×
標識・痕跡ともにな

い
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図表 18 

 

  

No リスト区分 発電所の識別 柵塀の有無 面1 面1入口 面2 面2入口 面3 面3入口 面4 面5 面6 面7 面8 総評 標識 特記事項（構内・周辺） 備考

96 令和2年度令和3年度ともにアンケート回答なし 認定設備を特定できる
対象設備単体で、全面または一部の

面に、柵塀が設置されている
〇 △ 〇 〇 〇 △

標識・痕跡ともにな

い
柵塀：面①入口に施錠がない

97 令和2年度令和3年度ともにアンケート回答なし
認定設備を含む発電所群は特定できる

が、隣接する発電所と区別できない

隣接する認定設備と、柵塀を共有し

ている懸念がある
〇 △ △ 〇 △ △

標識・痕跡ともにな

い

柵塀：設備群として全体は囲われており、柵越しに設備に触れることができない。

面①入口に施錠がない。設備単体では面②④が未設置となる可能性がある

98 令和2年度令和3年度ともにアンケート回答なし
認定設備を含む発電所群は特定できる

が、隣接する発電所と区別できない

隣接する認定設備と、柵塀を共有し

ている懸念がある
〇 △ △ 〇 △ △

標識・痕跡ともにな

い

柵塀：設備群として全体は囲われており、柵越しに設備に触れることができない。

面①入口に施錠がない。設備単体では面②④が未設置となる可能性がある

99 令和2年度令和3年度ともにアンケート回答なし
認定設備を含む発電所群は特定できる

が、隣接する発電所と区別できない

隣接する認定設備と、柵塀を共有し

ている懸念がある
〇 △ △ 〇 △ △

標識・痕跡ともにな

い

柵塀：設備群として全体は囲われており、柵越しに設備に触れることができない。

面①入口に施錠がない。設備単体では面②④が未設置となる可能性がある

100 令和2年度令和3年度ともにアンケート回答なし
認定設備を含む発電所群は特定できる

が、隣接する発電所と区別できない

隣接する認定設備と、柵塀を共有し

ている懸念がある
〇 △ 〇 〇 △ △

標識・痕跡ともにな

い

発電所の内外ともに雑草が多い（柵塀

が見えにくい）

柵塀：設備群として全体は囲われており、柵越しに設備に触れることができない。

面①入口に施錠がない。設備単体でみると面④が未設置となる可能性がある

101 令和2年度令和3年度ともにアンケート回答なし
認定設備を含む発電所群は特定できる

が、隣接する発電所と区別できない

隣接する認定設備と、柵塀を共有し

ている懸念がある
○ △ △ ○ △ △

標識・痕跡ともにな

い

発電所の内外ともに雑草が多い（柵塀

が見えにくい）

柵塀：設備群として全体は囲われており、柵越しに設備に触れることができない。

面①入口に施錠がない。設備単体でみると面④が未設置となる可能性がある

102 令和2年度令和3年度ともにアンケート回答なし
認定設備を含む発電所群は特定できる

が、隣接する発電所と区別できない

隣接する認定設備と、柵塀を共有し

ている懸念がある
○ △ △ ○ 〇 △

標識・痕跡ともにな

い

発電所の内外ともに雑草が多い（柵塀

が見えにくい）

柵塀：設備群として全体は囲われており、柵越しに設備に触れることができない。

面①入口に施錠がない。設備単体でみると面④が未設置となる可能性がある

103 令和2年度令和3年度ともにアンケート回答なし 認定設備を特定できる
対象設備単体で、全面または一部の

面に、柵塀が設置されている
○ ○ ○ ○ 〇

標識が掲示されてい

るが不備がある
標識：記載事項に一部不備がある

104 令和2年度令和3年度ともにアンケート回答なし 認定設備を特定できる
対象設備単体で、全面または一部の

面に、柵塀が設置されている
△ 〇 〇 〇 △

標識・痕跡ともにな

い
柵塀：面①はチェーンが設置されているが容易に進入可能である

105 令和2年度令和3年度ともにアンケート回答なし 認定設備を特定できる
柵塀は設置不要、柵塀に囲まれた敷

地内にある
－ － － － － 適用外

106 令和2年度令和3年度ともにアンケート回答なし 認定設備を特定できる
対象設備単体で、全面または一部の

面に、柵塀が設置されている
－ － 〇 □ □

標識・痕跡ともにな

い

柵塀：設備が高さ1500mm超の石垣の上にある、面④は私有地内のため調査不可と

なっている

107 令和2年度令和3年度ともにアンケート回答なし 認定設備を特定できる
対象設備単体で、全面または一部の

面に、柵塀が設置されている
〇 △ △ × × × × × × △

標識が掲示されてい

るが不備がある

柵塀：面②は途中まであり

標識：「発電設備の注意喚起」の記載はないが、ガイドラインの標識イメージと同

様の項目は記載され、判読できる

108 令和2年度令和3年度ともにアンケート回答なし 認定設備を特定できる 柵塀は設置されていない × × × × ×
標識・痕跡ともにな

い

109 令和2年度令和3年度ともにアンケート回答なし 認定設備を調査できない 調査不可 □ □ □ □ □ 調査不可 該当の緯度経度に設備が存在していない

110 令和2年度令和3年度ともにアンケート回答なし
認定設備を含む発電所群は特定できる

が、隣接する発電所と区別できない

隣接する認定設備と、柵塀を共有し

ている懸念がある
△ △ △ △ △

標識・痕跡ともにな

い

柵塀：設備群として全体が囲われている。柵塀越しに設備に触れることができな

い。設備単体だと面①②③④が未設置となる可能性がある。隣接する設備ID：

AG11805C19が柵塀未設置のため面②方向から進入可能の懸念がある

111 令和2年度令和3年度ともにアンケート回答なし
認定設備を含む発電所群は特定できる

が、隣接する発電所と区別できない

隣接する認定設備と、柵塀を共有し

ている懸念がある
△ △ × × × △

標識・痕跡ともにな

い

柵塀：設備群全体として囲われている。面①は単管で作成されており、隙間から進

入可能の懸念がある。面①入口は門扉、施錠がない。設備群に容易に進入可能であ

る

112 令和2年度令和3年度ともにアンケート回答なし 認定設備を調査できない 調査不可 □ □ □ □ □ 調査不可 該当の緯度経度に設備が存在していない

113 令和2年度令和3年度ともにアンケート回答なし
認定設備を含む発電所群は特定できる

が、隣接する発電所と区別できない

隣接する認定設備と、柵塀を共有し

ている懸念がある
○ △ 〇 △ 〇 △

標識が掲示されてい

る

柵塀：設備群全体として囲われている。面①入口は施錠がない。設備単体で見ると

面③が未設置となる可能性がある

標識：「発電設備の注意喚起」の記載はないが、ガイドラインの標識イメージと同

様の項目は記載され、判読できる

114 令和2年度令和3年度ともにアンケート回答なし 認定設備を特定できる 柵塀は設置されていない × × × × ×
標識・痕跡ともにな

い

115 令和2年度令和3年度ともにアンケート回答なし 認定設備を特定できる 柵塀は設置されていない × × × × ×
標識・痕跡ともにな

い
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図表 19 

 

 

  

No リスト区分 発電所の識別 柵塀の有無 面1 面1入口 面2 面2入口 面3 面3入口 面4 面5 面6 面7 面8 総評 標識 特記事項（構内・周辺） 備考

116 令和2年度令和3年度ともにアンケート回答なし
認定設備を含む発電所群は特定できる

が、隣接する発電所と区別できない

隣接する認定設備と、柵塀を共有し

ている懸念がある
△ △ ○ ○ ○ 〇

標識が掲示されてい

る

柵塀：設備群として全体が囲われている、柵塀越しに設備に触れることができな

い。面①入口に施錠がない。設備単体だと面①が未設置となる可能性がある

117 令和2年度令和3年度ともにアンケート回答なし 認定設備を特定できる
対象設備単体で、全面または一部の

面に、柵塀が設置されている
○ △ ○ ○ ○ △

標識が掲示されてい

るが不備がある

柵塀：面①入口は施錠がない。面②③④は撮影可能場所から高さの測定ができない

が、柵越しに設備に触れることができない

標識：「発電設備の注意喚起」の記載はないが、ガイドラインの標識イメージと同

様の項目は記載され、判読できる

118 令和2年度令和3年度ともにアンケート回答なし
認定設備を含む発電所群は特定できる

が、隣接する発電所と区別できない

隣接する認定設備と、柵塀を共有し

ている懸念がある
△ △ △ △ △

標識・痕跡ともにな

い

柵塀：設備群として全体が囲われている。柵塀越しに設備に触れることができな

い。設備単体だと面①②③④が未設置となる可能性がある。隣接する設備ID：

AG11805C19が柵塀未設置のため面②方向から進入可能の懸念がある

119 令和2年度令和3年度ともにアンケート回答なし 認定設備を特定できる
対象設備単体で、全面または一部の

面に、柵塀が設置されている
△ × × × △

標識・痕跡ともにな

い
柵塀：面①にロープが張られているが、容易にすり抜け可能である

120 令和2年度令和3年度ともにアンケート回答なし
認定設備を含む発電所群は特定できる

が、隣接する発電所と区別できない

隣接する認定設備と、柵塀を共有し

ている懸念がある
○ △ ○ ○ ○ △

標識・痕跡ともにな

い

柵塀：設備群として全体が囲われている。柵塀越しに設備に触れることができな

い。面①入口の施錠は針金で固定されており、進入可能の懸念がある。設備単体の

区別がつかない

121 令和2年度令和3年度ともにアンケート回答なし
認定設備を含む発電所群は特定できる

が、隣接する発電所と区別できない

隣接する認定設備と、柵塀を共有し

ている懸念がある
○ △ ○ ○ ○ △

標識・痕跡ともにな

い

柵塀：設備群として全体が囲われている。柵塀越しに設備に触れることができな

い。面①入口の施錠は針金で固定されており、進入可能の懸念がある。設備単体の

区別がつかない

122 令和2年度令和3年度ともにアンケート回答なし 認定設備を特定できる
対象設備単体で、全面または一部の

面に、柵塀が設置されている
△ △ × × × △

標識・痕跡ともにな

い

柵塀：面①はロープが張られているが容易に進入可能である。面①入口はチェーン

が張られているが容易に進入可能である

123 令和2年度令和3年度ともにアンケート回答なし 認定設備を特定できる 調査不可 □ □ □ □ □ 調査不可 設備が私有地内にあり調査不可となっている

124 令和2年度令和3年度ともにアンケート回答なし
認定設備を含む発電所群は特定できる

が、隣接する発電所と区別できない

隣接する認定設備と、柵塀を共有し

ている懸念がある
○ △ 〇 △ 〇 △

標識・痕跡ともにな

い

柵塀：設備群全体として囲われている。柵塀越しに設備に触れることができない。

面①入口は施錠がない。設備単体で見ると面③が未設置となる可能性がある

標識：「発電設備の注意喚起」の記載はないが、ガイドラインの標識イメージと同

様の項目は記載され、判読できる

125 令和2年度令和3年度ともにアンケート回答なし 認定設備を特定できる
対象設備単体で、全面または一部の

面に、柵塀が設置されている
○ ○ 〇 ○ 〇 〇 調査不可 標識：標識が掲示されているが、撮影可能場所から目視で内容が確認できない

126 令和3年度アンケート不達 認定設備を特定できる
対象設備単体で、全面または一部の

面に、柵塀が設置されている
〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

標識が掲示されてい

るが不備がある

柵塀：面②⑤に蔦がからまっている

標識：記載事項に一部不備がある

127 令和3年度アンケート不達 認定設備を特定できる
対象設備単体で、全面または一部の

面に、柵塀が設置されている
〇 〇 〇 〇 〇 〇

標識が掲示されてい

るが不備がある
標識：記載事項に一部不備がある

128 令和3年度アンケート不達 認定設備を特定できる
対象設備単体で、全面または一部の

面に、柵塀が設置されている
〇 〇 〇 〇 〇 〇

標識が掲示されてい

るが不備がある

標識：「発電設備の注意喚起」の記載はないが、ガイドラインの標識イメージと同

様の項目は記載され、判読できる

129 令和3年度アンケート不達 認定設備を特定できる
対象設備単体で、全面または一部の

面に、柵塀が設置されている
〇 〇 〇 〇 〇 〇

標識が掲示されてい

る

柵塀：設置されているが全体的に蔦や草が絡まっている

標識：掲示されているが蔦や草が絡まっている

130 令和3年度アンケート不達
認定設備を含む発電所群は特定できる

が、隣接する発電所と区別できない

隣接する認定設備と、柵塀を共有し

ている懸念がある
〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

標識が掲示されてい

るが不備がある

柵塀：設備群として全体が囲われている。柵塀越しに設備に触れることができな

い。設備単体での区別がつかない

標識：記載事項に一部不備がある
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図表 20 

 

 

  

No リスト区分 発電所の識別 柵塀の有無 面1 面1入口 面2 面2入口 面3 面3入口 面4 面5 面6 面7 面8 総評 標識 特記事項（構内・周辺） 備考

131 令和3年度アンケート不達
認定設備を含む発電所群は特定できる

が、隣接する発電所と区別できない

隣接する認定設備と、柵塀を共有し

ている懸念がある
〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

標識が掲示されてい

るが不備がある

柵塀：設備群として全体が囲われている。柵塀越しに設備に触れることができな

い。設備単体での区別がつかない

標識：記載事項に一部不備がある

132 令和3年度アンケート不達 認定設備を特定できる
対象設備単体で、全面または一部の

面に、柵塀が設置されている
○ 〇 ○ 〇 〇

標識が掲示されてい

るが不備がある
設備内外に雑草が多い

柵塀：面①入口は門扉のようなものが設置されているが開閉はできない

標識：「発電設備の注意喚起」の記載はないが、ガイドラインの標識イメージと同

様の項目は記載され、判読できる

133 令和3年度アンケート不達 認定設備を特定できる
対象設備単体で、全面または一部の

面に、柵塀が設置されている
〇 〇 〇 〇 〇

標識が掲示されてい

る
発電所内外に雑草が多い

柵塀：面①入口は門扉のようなものが設置されているが開閉はできない

標識：「発電設備の注意喚起」の記載はないが、ガイドラインの標識イメージと同

様の項目は記載され、判読できる

134 令和3年度アンケート不達 認定設備を特定できる
対象設備単体で、全面または一部の

面に、柵塀が設置されている
△ △ △ △ △

標識・痕跡ともにな

い
柵塀：面①②③④ともに傾きがあり、蔦が絡まっている

135 令和3年度アンケート不達
認定設備を含む発電所群は特定できる

が、隣接する発電所と区別できない

隣接する認定設備と、柵塀を共有し

ている懸念がある
〇 △ 〇 〇 △

標識・痕跡ともにな

い

柵塀：設備群として全体が囲われているが、面②の一部が50cmとなっており進入可

能の懸念がある。設備単体の区別がつかない

136 令和3年度アンケート不達
認定設備を含む発電所群は特定できる

が、隣接する発電所と区別できない

隣接する認定設備と、柵塀を共有し

ている懸念がある
〇 △ 〇 〇 △

標識・痕跡ともにな

い

柵塀：設備群として全体が囲われているが、面②の一部が50cmとなっており進入可

能の懸念がある。設備単体の区別がつかない

137 令和3年度アンケート不達
認定設備を含む発電所群は特定できる

が、隣接する発電所と区別できない

隣接する認定設備と、柵塀を共有し

ている懸念がある
〇 △ 〇 〇 △

標識・痕跡ともにな

い

柵塀：設備群として全体が囲われているが、面②の一部が50cmとなっており進入可

能の懸念がある。設備単体の区別がつかない

138 令和3年度アンケート不達 認定設備を特定できる
対象設備単体で、全面または一部の

面に、柵塀が設置されている
〇 〇 〇 〇 〇 〇

標識が掲示されてい

るが不備がある

標識：A4用紙に印刷したものをクリアファイルに入れており、かすれて判読できな

い。記載事項に一部不備がある

139 令和3年度アンケート不達
認定設備を含む発電所群は特定できる

が、隣接する発電所と区別できない

隣接する認定設備と、柵塀を共有し

ている懸念がある
〇 〇 △ 〇 △ 〇

標識・痕跡ともにな

い

柵塀：設備群として全体が囲われている。柵塀越しに設備に触れることができな

い。設備単体だと面②④が未設置となる可能性がある

140 令和3年度アンケート不達
認定設備を含む発電所群は特定できる

が、隣接する発電所と区別できない

隣接する認定設備と、柵塀を共有し

ている懸念がある
〇 〇 △ 〇 △ 〇

標識・痕跡ともにな

い

柵塀：設備群として全体が囲われている。柵塀越しに設備に触れることができな

い。設備単体だと面②④が未設置となる可能性がある

141 令和3年度アンケート不達 認定設備を特定できる
対象設備単体で、全面または一部の

面に、柵塀が設置されている
〇 〇 〇 〇 〇

標識が掲示されてい

るが不備がある
設備の内外に雑草が多い

柵塀：面①入口は門扉のようなものが設置されているが開閉はできない

標識：「発電設備の注意喚起」の記載はないが、ガイドラインの標識イメージと同

様の項目は記載され、判読できる

142 令和3年度アンケート不達
認定設備を含む発電所群は特定できる

が、隣接する発電所と区別できない

隣接する認定設備と、柵塀を共有し

ている懸念がある
〇 〇 △ 〇 △ 〇

標識・痕跡ともにな

い

柵塀：設備群として全体が囲われている。柵塀越しに設備に触れることができな

い。設備単体だと面②④が未設置となる可能性がある

143 令和3年度アンケート不達
認定設備を含む発電所群は特定できる

が、隣接する発電所と区別できない

隣接する認定設備と、柵塀を共有し

ている懸念がある
〇 〇 △ △ 〇 〇

標識・痕跡ともにな

い

柵塀：設備群として全体が囲われている。柵塀越しに設備に触れることができな

い。設備単体だと面②③が未設置となる可能性がある

144 令和3年度アンケート不達
認定設備を含む発電所群は特定できる

が、隣接する発電所と区別できない

隣接する認定設備と、柵塀を共有し

ている懸念がある
○ 〇 △ △ 〇 〇

標識・痕跡ともにな

い

柵塀：設備群として全体が囲われている。柵塀越しに設備に触れることができな

い。設備単体だと面②③が未設置となる可能性がある

145 令和3年度アンケート不達 認定設備を特定できる
対象設備単体で、全面または一部の

面に、柵塀が設置されている
○ △ ○ ○ ○ △

標識が掲示されてい

る
柵塀：面①入口は施錠がない
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図表 21 

 

 

  

No リスト区分 発電所の識別 柵塀の有無 面1 面1入口 面2 面2入口 面3 面3入口 面4 面5 面6 面7 面8 総評 標識 特記事項（構内・周辺） 備考

146 令和3年度アンケート不達
認定設備を含む発電所群は特定できる

が、隣接する発電所と区別できない

隣接する認定設備と、柵塀を共有し

ている懸念がある
〇 〇 △ 〇 △ 〇

標識が掲示されてい

るが不備がある

柵塀：設備群として全体が囲われている。柵塀越しに設備に触れることができな

い。設備単体だと面②④が未設置となる可能性がある

147 令和3年度アンケート不達
認定設備を含む発電所群は特定できる

が、隣接する発電所と区別できない

隣接する認定設備と、柵塀を共有し

ている懸念がある
〇 〇 △ 〇 △ 〇

標識が掲示されてい

るが不備がある

柵塀：設備群として全体が囲われている。柵塀越しに設備に触れることができな

い。設備単体だと面②④が未設置となる可能性がある

148 令和3年度アンケート不達
認定設備を含む発電所群は特定できる

が、隣接する発電所と区別できない

隣接する認定設備と、柵塀を共有し

ている懸念がある
〇 〇 △ 〇 △ 〇

標識が掲示されてい

るが不備がある

柵塀：設備群として全体が囲われている。柵塀越しに設備に触れることができな

い。設備単体だと面②④が未設置となる可能性がある

149 令和3年度アンケート不達
認定設備を含む発電所群は特定できる

が、隣接する発電所と区別できない

隣接する認定設備と、柵塀を共有し

ている懸念がある
〇 〇 △ 〇 △ 〇

標識が掲示されてい

るが不備がある

柵塀：設備群として全体が囲われている。柵塀越しに設備に触れることができな

い。設備単体だと面②④が未設置となる可能性がある

150 令和3年度アンケート不達
認定設備を含む発電所群は特定できる

が、隣接する発電所と区別できない

隣接する認定設備と、柵塀を共有し

ている懸念がある
〇 〇 △ 〇 △ 〇

標識が掲示されてい

るが不備がある

柵塀：設備群として全体が囲われている。柵塀越しに設備に触れることができな

い。設備単体だと面②④が未設置となる可能性がある

151 令和3年度アンケート不達 認定設備を特定できる
隣接する認定設備と、柵塀を共有し

ている
○ ○ ○ △ 〇 △

標識が掲示されてい

るが不備がある

柵塀：設備群として全体が囲われている。柵塀越しに設備に触れることができな

い。設備単体だと面③が未設置となる可能性がある

152 令和2年度現地調査不適切の改善済確認調査 認定設備を特定できる
対象設備単体で、全面または一部の

面に、柵塀が設置されている
〇 〇 〇 〇 〇 〇

標識が掲示されてい

るが不備がある

標識：「発電設備の注意喚起」の記載はないが、ガイドラインの標識イメージと同

様の項目は記載され、判読できる

153 令和2年度現地調査不適切の改善済確認調査 認定設備を特定できる
対象設備単体で、全面または一部の

面に、柵塀が設置されている
〇 〇 〇 〇 〇 〇

標識の痕跡がある

（今は標識はない）
標識：結束バンドで簡易に留めていたため、雨風にて飛ばれている可能性がある

154 令和2年度現地調査不適切の改善済確認調査 認定設備を特定できる
対象設備単体で、全面または一部の

面に、柵塀が設置されている
〇 〇 〇 〇 〇

標識・痕跡ともにな

い
柵塀：面④に蔦が絡まっている

155 令和2年度現地調査不適切の改善済確認調査 認定設備を特定できる
対象設備単体で、全面または一部の

面に、柵塀が設置されている
□ □ □ 〇 □

標識・痕跡ともにな

い

柵塀：面①②③は私有地内のため高さの測定ができないが、金属製で柵越しに構内

設置物に触れることはできない

156 令和2年度現地調査不適切の改善済確認調査
認定設備を含む発電所群は特定できる

が、隣接する発電所と区別できない

隣接する認定設備と、柵塀を共有し

ている懸念がある
〇 〇 △ － △ △

標識が掲示されてい

るが不備がある

柵塀：設備群として全体が囲われている。柵越しに設備に触れることができない。

面③は10m以上の林となっていて進入不可である。設備単体では面②④が未設置と

なる可能性がある

標識：「発電設備の注意喚起」の記載はないが、ガイドラインの標識イメージと同

様の項目は記載され、判読できる

157 令和2年度現地調査不適切の改善済確認調査
認定設備を含む発電所群は特定できる

が、隣接する発電所と区別できない

隣接する認定設備と、柵塀を共有し

ている懸念がある
〇 〇 〇 － 〇 〇

標識が掲示されてい

るが不備がある

柵塀：設備群として全体が囲われている。柵越しに設備に触れることができない。

面③はすぐ隣が崖となっており進入不可である。設備単体での区別がつかない

標識：「発電設備の注意喚起」の記載はないが、ガイドラインの標識イメージと同

様の項目は記載され、判読できる

158 令和2年度現地調査不適切の改善済確認調査
認定設備を含む発電所群は特定できる

が、隣接する発電所と区別できない

隣接する認定設備と、柵塀を共有し

ている懸念がある
〇 〇 〇 － 〇 〇

標識が掲示されてい

るが不備がある

柵塀：設備群として全体が囲われている。柵越しに設備に触れることができない。

面③はすぐ隣が崖となっており進入不可である。設備単体での区別がつかない

標識：「発電設備の注意喚起」の記載はないが、ガイドラインの標識イメージと同

様の項目は記載され、判読できる

159 令和2年度現地調査不適切の改善済確認調査 認定設備を特定できる
対象設備単体で、全面または一部の

面に、柵塀が設置されている
〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

標識が掲示されてい

るが不備がある

柵塀：面②入口は面④についている

標識：記載事項に一部不備がある

160 令和2年度現地調査不適切の改善済確認調査 認定設備を特定できる
対象設備単体で、全面または一部の

面に、柵塀が設置されている
○ ○ ○ ○ 〇

標識が掲示されてい

る
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図表 26 令和 2年度現地調査不適切の改善確認調査の改善状況 

  内容 

個人 

柵塀がなかったが、柵塀を確認することはできた。ただし私有地内のため高さ等の測定ができない 

面②から面③にかけて一部不適合の懸念があったが、崖のため設置不要と判断。また設備の区別ができないが

設備全体としては柵塀は適正な設置状態であると思われる 

面②から面③にかけて一部不適合の懸念があったが、崖のため設置不要と判断。また設備の区別ができないが

設備全体としては柵塀は適正な設置状態であると思われる 

入口がなかったためメンテナンスのアクセス懸念があったが、本調査でも入口はなかったものの、構内・周辺

に異常はなく、柵塀・標識ともに適正な設置状況である 

法人 

面②④③未設置であったが、設備全体としては柵塀が設置されているため面②④については不適合の懸念、面

③は 10m 以上の林のため設置不要と判断した 

標識がなかったが、一部不備は残るものの標識が掲示されている 

標識がなかったが、一部不備は残るものの標識が掲示されている 

標識がなかったが、標識の痕跡はあるものの雨風にて飛ばされている可能性がある 

柵塀の共有疑義があったが、設備単体の設置と判断、ただし以前あった標識がなくなっている 
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3. 考察 

本調査では、すべての認定事業者について現地調査を実施したわけではないため、実態を正確に把握し

たとは断定できないが、課題解決に向けた仮説立てに寄与できる。柵塀においては半数以上の認定事業者

は一部不適合の懸念、もしくは未設置の状態であり、標識においてもほとんどが未設置、不備がある状態

であった。 

今回は主にアンケート未回収の認定事業者を調査対象としたため、事業計画策定ガイドラインの内容理

解や学習量との関係性を分析することはできないが、設置状況をみると、その存在と重要性、また遵守す

ることへの認識が低い懸念があり、今後より強い働きかけが必要である。 

また柵塀および標識の設置基準においては、各設備が設置されている立地状況にもよるが、特定の不備

も一定数見受けられることから、図や目安となる具体的な数値を用いたチェックリストなどで視覚的に

もより理解しやすい内容とすることも有効であると推測される。その内容を郵送、メール、電話など複数

の手段を組わせた幅広く直接的な周知と、不備改善後は認定事業からの画像による報告などもあわせて

行う必要があると思われる。 
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III 報告書 附属編（太陽光発電事業の不適切事案のアンケート調査における

属性調査項目） 
 

1. 【再掲】実施内容  

本調査では、アンケート票及び説明資料の作成、アンケートの送付・回収、問い合わせ対応、督促及び

不備対応、回収した回答の整理・報告を実施した。 アンケート事務局は、パーソルテンプスタッフ株式

会社内に設置した。  

 

（1） アンケート票及び説明資料の作成  

アンケート票は、前年度実施分との比較を容易にするため、今年度も柵塀・標識の設置等、認定基準

の遵守状況に関する中核的な調査項目と、副次的な基礎情報の習得分析を目的とした属性調査項目を、

それぞれ以下ように設計した。 

 

●中核的な調査項目  

・認定基準と、認定取り消しの考え方を知っているか 

・順守状況の認識  

・順守できていなかった理由  

・対応状況または計画 

・他の自身の認定設備に関する順守の誓約 

 

●属性調査項目 

・電気設備等に関する有資格者へのアクセス 

・売上および年収における FIT 収入の割合 

・所有する FIT 認定設備の件数・容量 

・事業計画策定ガイドラインの知識 

・再エネや FIT 制度に関する情報収集状況  

 

説明資料としては、本調査の背景、法的位置づけ、想定問答、そして適切な柵塀設置のための参考情

報を整理した。いずれも、対象となる FIT 認定事業者が、改正 FIT 法等について必ずしも十分な知見

がないことを想定し、簡潔に取りまとめるよう努めた。  

実際に使用されたアンケート票及び説明資料は、報告書資料編に掲載する。  

 

（2） アンケートの送付・回収  

送付に当たっては、紙面に印刷のうえ郵送配付し、回収に当たってはアンケート記入後に FIT 認定事

業者による郵送とした。いずれも対象は認定設備単位とした。   

 

（3） 問い合わせ対応  

アンケート票及び説明資料を受信した FIT 認定事業者からは、「いつまでに」「何をすればいいのか」

「締め切りに間に合わないが、どうなるのか」「回答は必須か」など、アンケートの設問に対する問い合

わせだけでなく、本調査全般・周辺に関する問い合わせも想定された。基本的には、説明資料に「よく

あるご質問・回答」を記載することで対応としたが、それ以外の質問や確認に対応するため、コールセ

ンターを設置した。 

コールセンターについては、担当者に、想定問答に関する研修を実施した。またその場で適切な回答

が難しいと判断した内容については、対応履歴表で管理し、事務局内で検討・確認の上回答するなどの

対応とした。また事務局内では回答できない質問については、関東経済産業局資源エネルギー環境部新

エネルギー対策課と適宜相談し対応した。 

コールセンターは、パーソルテンプスタッフ株式会社芝オフィス内に設置した。  

 

（4） 督促及び不備対応  

本調査では、目標回収率を 7割程度と設定し、期限までに回答がない FIT認定事業者に対する督促と

回答に不備がある際の確認を行い、状況により再送付を依頼した。 
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（5） 調査対象  

関東経済産業局資源エネルギー環境部新エネルギー対策課から提供された、関東経済産業局管内の

FIT 認定設備 1,096件と、FIT 認定事業者を対象とした。FIT認定事業者については住所も提供を受け、

それをアンケート調査票及び説明資料の送付先とした。 

宛先不明で返信されたものについては、事務局は関東経済産業局資源エネルギー環境部新エネルギー

対策課と適宜相談し、個別に対応した。 

 

 

2. 結果  

（1） 【再掲】調査の概要 

アンケート調査の概要は以下の通りである。宛先不明 31件を除く 1,065件に対する有効回答数は 766

件であり、回収率は 71.9%となった。  

  

図表 27 アンケート調査概要 

調査対象  標識・柵塀の設置状況に疑義のあるＦＩＴ認定設備  

調査期間  2021 年 10 月 7 日～2022 年 1 月 31 日  

調査項目  太陽光発電所の管理状況、柵塀・標識の設置状況、法令等の順守状況、認定事業者

の経営状況及び専門知識・情報へのアクセス状況を確認した。  

配付・回収数  配付リスト 1,096 件、宛先不明 31 件。有効回答 766 件／1,065 件（71.9%）  

 

（2） 調査結果（属性調査項目） 

属性調査項目の各設問の回答結果について、「個人（個人である FIT 認定事業者の設備。以下同様）」

「法人（法人である FIT認定事業者の設備。以下同様。）」別の集計結果を示す。 
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(イ) 割付セル別・現地訪問の実施年月日（年） 

直近の現地訪問の実施年月日（年）を割付セル別にみると、「個人」では 83.5%が、「法人」では 89.8%

が 2021年以降に現地を訪問している。 

 

図表 32 現地訪問の実施年月日（年） 

  合計 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021～ 無回答 

割付セル 

個人 
284 2 1 1 1 0 11 237 31 

100.0% 0.7% 0.4% 0.4% 0.4% 0.0% 3.9% 83.5% 10.9% 

法人 
482 0 0 4 1 2 9 433 33 

100.0% 0.0% 0.0% 0.8% 0.2% 0.4% 1.9% 89.8% 6.8% 

全体 
766 2 1 5 2 2 20 670 64 

100.0% 0.3% 0.1% 0.7% 0.3% 0.3% 2.6% 87.5% 8.4% 
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(エ) 割付セル別・苦情・指摘の内容申立人 

 

図表 38 苦情・指摘の内容 

割付セ

ル 
内容 

個人 

・降水時の濁水処理のため浸透桝設置の要望を受けた 

・自宅の前に太陽光発電所が見えるのが嫌 

・草刈りをしてほしい 

・柵の設置、標識の設置 

・景観が悪くなる→植樹及び金銭保証にて対応。合意済み 

・設置場所と民家の距離 

・パネルによる反射が気になる 

法人 

・雑草の増殖 

・看板がない 

・外壁に雑草が発生 

・北面の土砂崩れ 

・パネル高さ、フェンス緑化について、条例を守っているか北側斜面からの水流が敷地内を通過するた

め、土砂が流出しないよう対策が必要 

・光がまぶしい 

・電磁波の影響 

・道路周辺の植生 

・排水溝の増設 

・柵に鍵がついていない 

・柵の設置が不十分 

・パワコンの音がうるさいのではないか 

・設備建設予定地の埋め立ての件 

・フェンスに雑草が絡んで近くに花壇にまで垂れ下がっていた 

・夏場、冷却ファンの騒音 
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3. 考察 

本調査では、すべての認定事業者からアンケートの回収ができていないため、実態を正確に把握したと

は断定できないが、ほとんどの認定事業者が定期的に現地訪問を実施しており、直近の設備や周囲状況に

ついては把握していると推測できる。また、その現地訪問を実施した者から、標識・柵塀についてほとん

ど指摘を受けていないことと、外部からの苦情もほとんど受けたことがないということを踏まえると、認

定事業者は標識・柵塀を基準通りに設置しており、特に問題はないという認識である可能性が高い。 

ただし報告書本編の第 1 章および第 2 章の結果をみると、実態として設置基準を正しく理解し、遵守し

ているかということには懸念が残る。引き続き正しい設置基準をわかりやすく適切な手段で周知徹底し、

その後の改善結果の把握を進めていく必要性を示唆している。 

本調査は設備単位であり、同事業者単位でまとめることが困難であるため、認定事業者の事業状況につ

いての一部の設問は、集計対象とせず今後の施策検討に利用する。 
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IV 報告書 資料 
1. アンケート票等 

（1） 説明資料 回答依頼および想定問答 
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（2） 説明資料：柵塀の設置に関する注意点 
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（3） アンケート票 
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2. 現地調査用フォーム 

（1） チェックシート 
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（2） 報告書フォーム 
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